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定款一部変更（商号変更）に関するお知らせ 

 

  当社は、平成 19 年１月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19

年３月 22 日開催予定の臨時株主総会に付議し、当該臨時株主総会で承認されることを条件

に商号を変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．変更の理由 

当社と株式会社ディーシーカードは、本年４月１日（予定）を効力発生日として合併し、

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの中核カード会社として新たにスタートすることと

いたしました。 

これに伴い、商号を「三菱ＵＦＪニコス株式会社」に変更すべく現行定款第１条（商号）

の変更を行い、その効力発生時期は、株式会社ディーシーカードとの合併の効力発生日と

いたします。 

 

２．定款変更の内容および新商号 

 変更の内容および新商号は以下のとおりであります。 

（下線は変更部分を示す。） 

現行定款（現行商号） 変更後定款（新商号） 

第 1章 総則 

第１条（商号） 

本会社はＵＦＪニコス株式会社と称し、英文

では、ＵＦＪ ＮＩＣＯＳ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

と表示する。 

第２条～第 44 条（条文省略） 

第 1章 総則 

第１条（商号） 

本会社は三菱ＵＦＪニコス株式会社と称し、

英文では、Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ ＵＦＪ  

ＮＩＣＯＳ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．と表示する。 

第２条～第 44 条（現行どおり） 

 

３．日程 

定款変更のための臨時株主総会開催日               平成 19 年３月 22 日（木） 

定款変更の効力発生予定日（商号変更予定日）       平成 19 年４月１日（日） 

以  上 


